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○ 取扱い 

 原則として、腰椎椎間板ヘルニアに対する MRI 造影の算定は認められ

ない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 腰椎椎間板ヘルニアの診断及び経過観察においては、単純 MRI にて、

椎間板を任意方向で描出することができるため、病変の 3次元的な把握が

可能である。 

 単純MRIで十分良好なコントラスト分解を得られるため、造影 MRI は

不要であり、算定できないと整理した。 

 


